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平成 30年度診療報酬改定 

疑義解釈について－① 

 

  （公社）日本医療社会福祉協会 

 

※厚生労働省保険局医療課の疑義解釈を参考に作成しております。 

 

１．入退院支援加算・入院時支援加算 

No ≪問≫ ≪回答≫ 

１ 

 

退院困難な要因の中に「生活困窮者であること」が

加わったが、生活困窮者とは具体的にどのような状

態の者のことをいうのか。 

生活困窮者とは、生活困窮者自立支援法

第２条第１項の生活困窮者（現に経済的

に困窮し、最低限度の生活を維持するこ

とができなくなるおそれのある者）をい

うが、具体的な判断は、個々の患者の状

況に応じて対応されたい。 

２ 留意事項通知に示す入院前に実施するアからクまで

の支援を、入院当日に外来で行った場合でも算定で

きるか。 

算定できない。 

３ 入院時支援加算の算定要件において、「入院中の看護

や栄養管理等に係る療養支援の計画を立て」とある

が、この療養支援計画は、特定の書式に基づいて作

成しなければならないのか。 

「療養支援計画」は、入院時に作成する

看護計画や栄養管理計画等のことであ

り、従来より作成しているものを用いれ

ばよく、本加算の算定にあたり新たな書

式を作成するは必要ない。 

４ 入院時支援加算の施設基準で求める入退院支援部門

の専従の看護師が、①入退院支援加算の施設基準で

求める入退院支援部門に配置される専従又は専任の

看護師及び②入退院支援加算１の施設基準で求める

病棟に配置される専任の看護師を兼ねてよいか 

①兼ねることはできない。 

②兼ねることはできない（入退院支援加

算１において、病棟に配置される専任の

看護師が入退院支援部門の専任の看護

師を兼ねる場合も含む）。 

５ 入退院支援加算の施設基準で求める専従の職員につ

いて、以下の者は非常勤でもよいか。 

① 入院時支援加算の施設基準で求める入退院支援

部門に配置する専従の看護師 

② 入退院支援加算２の施設基準で求める専従者に

ついては、「疑義解釈資料の送付について（その４）」

（平成 28 年６月 14 日付け事務連絡）では、非常 

勤は不可であるが、従前から配置している場合に限

① 非常勤でもよい。 

② 平成 30 年３月 31 日に退院支援加

算２を算定している保険医療機関で、同

年４月１日以降も引き続き入退院支援

加算２を算定する保険医療機関におい

て、従前から非常勤の専従者を配置して

いる場合にあっては、平成 32 年３月 31 

日までは非常勤であっても差し支えな



り平成 30 年３月 31 日までは非常勤でよいとされ

ている者 

い。 

６ 入院時支援加算の施設基準で求める入退院支援部門

の専任の職員が、①入退院支援加算の施設基準で求

める入退院支援部門に配置される専任の職員又は②

入退院支援加算１の施設基準で求める病棟に配置さ

れる専任の職員を兼ねてよいか。 

①兼ねてよい。 

②兼ねてよい。ただし、入退院支援加算

１において、病棟に配置される専任の職

員が入退院支援部門の専任の職員を兼

ねる場合は、入院時支援加算の専任の職

員と兼ねることはできない。 

７ 入院前に行う支援のうち、全ての項目について施設

基準で求める専従又は専任の職員が行わなければな

らないのか。特定の項目を入退院支援部門以外の他

の専門職と連携して対応することは可能か。 

可能である。入院前支援の内容に応じ

て、適切な職種が実施していただきた

い。 

８ 入退院支援加算にかかる入院時支援加算について、

平成 30 年４月１日以降入院予定の患者に対して、

３月中に入院前支援を実施した場合に算定してよ 

いか。 

入院前支援に加えて、当該患者が予定ど

おり入院し、退院支援を行った場合は算

定できる。 

 

２．看取りに関する指針 

No ≪問≫ ≪回答≫ 

１ 療養病棟入院基本料、地域包括ケア病棟入院料・入

院医療管理料１及び３の施設基準に「「人生の最終段

階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイ

ドライン」等の内容を踏まえ看取りに対する指針を

定めている」とあるが、具体的にはどのようなもの

を作成すればよいか。 

看取り時の医療・ケアの方針をどのよう

に決定するか、患者本人や家族等への説

明や手続き等、当該医療機関としての手

順を定めたものであり、各医療機関の実

情にあわせて作成いただきたい。当該指

針を定めるに当たっては、医療従事者か

ら適切な情報提供と説明がなされるこ

と、患者本人や家族等の信頼できる者も

含めた話し合いが繰り返し行われるこ

と、このプロセスに基づく話し合いの内

容をその都度文書にまとめておくこと

等、各ガイドラインの内容を踏まえた上

で作成いただきたい。 

 

 

以上 

 


